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高松市ボランティア清掃用ごみ収集袋広告掲載仕様書 

 

１ 業務名  高松市ボランティア清掃用ごみ収集袋広告掲載業務 

 

２ 履行場所 高松市指定場所 

 

３ 履行期間 広告掲載決定通知日から令和７年１０月３１日まで 

 

４ 業務内容 高松市ボランティア清掃用ごみ収集袋広告掲載業務 

本業務は、ボランティア清掃用ごみ収集袋に掲載する広告（データ等）を

期日までに市に提出（納品）し、広告掲載料金（広告枠の料金）を市に納付

するもの。 

詳細は次のとおり。 

（１） 広告掲載対象 

高松市ボランティア清掃用ごみ収集袋（４０リットル） 

 

（２） 広告媒体の概要について 

名称 高松市ボランティア清掃用ごみ収集袋 

規格等 ボランティア清掃用ごみ収集袋（４０リットル） 

広告枠 縦２０ｃｍ×横３０ｃｍ 

印刷は黒色とする 

配布枚数 １６０，０００枚程度 

配布期間（予定） 令和７年１１月頃～令和８年１０月末頃（配布終了まで） 

配布対象 高松市内各地域で実施される清掃活動参加者 

発行担当課 環境局環境指導課 適正処理対策室 

※ 配布時期はおおよその目安であり、製造したボランティア清掃用ごみ収集袋の在庫状

況によって前後することがある。 

※ 収集袋の表面で片面のみとする。 

※ 完成品において、広告掲載枠は印刷機の仕様等により５％等の変動（縮尺等）を許容

範囲とする。 
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（３） 広告掲載位置について 

   ボランティア清掃用ごみ収集袋の表面上部 

    

 

（４） 広告掲載内容等について 

ア 広告の選定 

広告の範囲については、高松市ボランティア清掃用ごみ収集袋広告掲載募集要項

を確認してください。 

イ 広告原稿について 

①  あらかじめ市と協議の上、本市が指定する期日までに原稿素案を入稿し、高

松市の審査を受けること。なお、審査の結果、広告内容の修正や変更が必要と

なる場合がある。（デザイン自体の補正等は市では行いません。） 

なお、市の指定する日までに事業者が本市に広告原稿を提出できないとき

は、当該広告欄は本市で使用する。この場合でも、事業者は広告掲載料を納付

しなければならない。 

②  素案の承認後、令和７年８月上旬までに完全版下原稿を高松市環境指導課適

正処理対策室に納品すること。（出力見本１部） 

③  データ形式は、原則イラストレーター形式（文字はアウトライン化したも

の）及びPDFファイルで提出すること。なお、適当な印刷に対応できる画像解像

度とすること。また、印刷精度は現在の流通品と同程度とする。 

 

掲載の位置

高松市
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５ 広告掲載料について 

  本市が発行する納入通知書により、本市が指定する期日までに広告掲載料を支払うこ

と。 

 

６ その他 

（１）高松市広告掲載要綱を遵守してください。 

（２）広告制作費（版下・デザイン）は広告主が負担するものとする。 

（３）広告には、販売期間などの時期等が制限される文言は入れないでください。 

（４）本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、本市との協議により決定することとしま 

す。 


